
国民民主党の源馬謙太郎です。 

ただいま議題となりました「文部科学省設置法の一部を改正する法律案」につきまして、

会派を代表して質問させていただきます。 

質問に先立ち、一言申し上げます。 

我が国がこれまで民主化に向けて支援を続けてきたカンボジアが、今、独裁化の危機に直

面しています。2 ヶ月後の 7 月に総選挙が行われますが、30 年にわたって政権を担って

いるフン・セン政権は、昨年地方選挙で躍進した最大野党を解党し、政権に批判的なメデ

ィアを次々閉鎖させる異常事態がおきています。7 月の選挙のためには今月中に政党登録

をしないと間に合いませんが、解党された野党は、事後法により議席を与党に移されてし

まっています。アメリカや EU 諸国など、日本と同じく民主主義の価値観を持つ各国はい

ち早く重大な懸念を表明し、7 月の選挙に対する支援を取りやめました。しかしながら、

我が国はこの状況下でも選挙への支援を継続しようとしています。与党が野党を解党し、

メディアを弾圧する中で行われる選挙が、果たして公正で自由な選挙となるでしょうか。 

その選挙を後押しすることになれば、日本はこのカンボジアの政治情勢を肯定していると、

国際社会に間違ったメッセージを発することになります。北朝鮮など緊迫する国際情勢の

影に埋もれがちですが、アジアにおいて民主化へ逆行する流れを止めることも日本にとっ

て極めて重要であると冒頭強く申し上げまして、質問に入りたいと思います。 

日本は言うまでもなく素晴らしい国です。 

美しい自然があり、長い歴史があり、国民は道徳心を親や祖父母から受け継ぎ、世界から

尊敬される国だと思います。そうした誇るべきものの一つに、日本の文化があります。長

い歴史の中で培われ今も現在進行形で紡がれている我が国の文化は、守って継承していく

だけでなく、文化に投資していくことで経済成長の起爆剤となり、また外交におけるプレ

ゼンスの向上も期待されています。 

文化を我が国のソフトパワーの源泉としていくことは、これからの国際社会において大き

な国益になることは疑いのないことです。 

■ ■ 

本法律案では、文化庁の京都への全面的な移転にあわせ、新・文化庁にふさわしい組織改

革・機能強化を図り、文化に関する施策を総合的に推進することを目指していると承知し

ています。 



明治政府樹立以来の中央省庁の東京以外への設置であり、我が国の歴史においても非常に

大きな意味を持ちますし、文化新興のための抜本的な組織改革と機能強化は、我が国の文

化史の大きなメルクマールとなるものと期待しています。 

本法律案では、その中でも特に「文科省及び文化庁の任務の変更」「所掌事務の変更」そ

して「文化庁の京都移転」が論点となっています。以下、それぞれの論点について順に質

問させていただきます。 

まず第 1 点目の、変更される「文部科学省および文化庁の任務」について伺います。 

昨年 6 月に議員立法によって施行された「文化芸術基本法」において、文化芸術の振興に

とどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各分野における施

策との有機的な連携が求められることにされました。 

これを受け、本法律案では文部科学省および文化庁の任務について、これまで謳わ

れていた「文化の振興」から、「文化に関する総合的な推進」を位置付けるという

ことですが、そのことによって具体的にどのような効果があると考えられますか。

「文化の振興」を主眼としていた今までとは何が違うのか、文部科学大臣に伺いま

す。 

また、これまでは各省庁がそれぞれ取り組んできた文化施策を調整し、省庁連携に

よる文化施策の推進を図ることとしていますが、具体的にどのような体制でどのよ

うに省庁間の事務を調整するのでしょうか。これまでも同様の調整業務があったの

ではないかと思いますが、文化庁が京都に移転する事で、それがかえって困難にな

りませんか？これまで 1 年間移転に先行する形で京都に設置してきた「地域文化創

生本部」での経験を踏まえてお聞かせください。 

第 2 点目は「文化庁が所掌する事務の変更」についてです。 

本法律案では、これまで文部科学省本省が所管していた「芸術に関する教育の基準の設定

に関する事務」を文化庁に移管するとしています。この法律案と同趣旨の改正は、スポー

ツ庁の設置の際にも行われ、平成 27 年の文部科学省設置法の一部改正により、「体育お

よび保健教育に関する事務」がスポーツ庁に移管されました。先行事例であるスポーツ

庁への移管により、それまでよりも体育などについて子供達に教育が行き渡るよう

になったのか、学校現場の混乱はなかったのか、あるいは具体的にプラスの効果が

あったのか、文部科学大臣に伺います。合わせて、今回の文化庁への移管において

も、どのような具体的な効果があると見込まれるのか、伺います。 



そして第 3 点目がこの法律案と表裏一体となる、そして最もインパクトが大きいと思われ

る文化庁の京都への移転についてです。 

平成 26 年に閣議決定された「まち・ひと・しごと創世総合戦略」において地方からの提

案を受ける形で地方の発展に資する政府関係機関の移転を進めることが決定されました。

これを受け平成 27 年 3 月から 5 ヶ月間、政府関係機関移転に関する道府県からの提案募

集が行われ、42 道府県から 69 機関の移転に関する提案があったと承知しています。文化

庁の京都への移転はこれらの提案の中の一つであり、他の政府機関に先行する形で平成 28

年に「まち・ひと・しごと創世本部」によって決定され、遅くとも 2021 年度中の移転を

目指しています。 

そこで、この移転による効果について、地方の発展という側面と、日本全体の行政

組織の変化という側面の両面における意義を地方創生大臣に伺います。また、本法

律案の目的との関係性についても併せて確認させていただきます。 

文化庁の京都への移転の他にも、消費者庁のうち「消費者行政新未来創造オフィス」を徳

島県に開設し、総務省統計局についても「統計データ利活用センター」を和歌山県に開設、

またその他にも小規模の研究機関などの移転が予定されていると承知しています。しかし

ながら、これらは控えめに見ても、文化庁の移転とは規模においても性格にもおいても小

規模かつ部分的であると思います。省庁に限ってみてみると、観光庁の北海道や兵庫県へ

の移転、気象庁の三重県への移転、特許庁や中小企業庁の大阪府などへの移転も提案され

ていますが、文化庁の京都移転の効果などを見ながら、今後もさらに省庁の移転を検

討していく方針はあるのでしょうか。地方創生担当大臣に伺います。 

京都に移転するにあたっては、庁内の局や課の所掌事務や役職ごとの職務等を見直すこと

も必要となります。また移転先の現京都府警察本部本館の改修、府警本部の移転、多数の

職員の異動などに向けた取り組みも必要となってきます。250 人規模の職員の移動という

ことですから、住環境の整備なども必要になってきます。様々な準備や手続きが必要で

あり当然費用もかかることでありますが、受け入れ先である京都府と負担をどう分

担し、まかなっていくのでしょうか。地方を活性化するという目的から考えても、

地方に過度な負担を強いることなく、また、遅くとも 2021 年度中に完全移転とい

う期限が切られているなかで、どういうロードマップを描いているのか、併せて文

部科学大臣に伺います。 

少子化が進み世界に先駆けて人口減少社会を迎えるとされる日本において、これ以上地方

から東京に人や物が集まる状況は深刻です。これまでも名は替えながらも歴代政府によっ

て「地方創生」や「地方活性化」などが掲げられ、地方の豊かさを底上げすることが試み



られました。しかし、どれも国からお金を分配するという発想で、満足な結果が出せなか

ったことは地方の現状を見れば明らかです。 

一過性の資金や仕事の提供ではなく、地方独自でできることを増やして、地方の裁量と責

任において豊かさを産んでいくしかありません。 

人も、モノも、お金も、情報も、全てが東京に集まり、全てが東京で決められてしまう姿

から、地方にも人が集まるように、地方のことは地方で決める姿こそが、日本繁栄の鍵で

あります。繰り返しますが、国が国のさじ加減でなにかを分け与えることでは、地方は豊

かになりません。お小遣いを渡す感覚から、自立を促す感覚に切り替えるべきです。 

今回の文化庁の京都移転は、確かに地方への人と職場の移動はあるかもしれません。しか

し、気をつけなくてはいけないのは、今回の移転は、国の機関が物理的地理的に地方に移

動するというだけであって、権限や財源の移譲を伴っていないということです。歴史的な

省庁の移転は一大事業であり積極的に評価はするものの、本末転倒な結果になってしまっ

ては意味がありません。そこで、あえて伺いますが、あくまでも中央政府の統治機関

の場所の移動にとどまれば、これはかえって権限や財源の地方への移譲を妨げ、権

限の中央省庁への一極集中を固定化する懸念はありませんか。 

道州制についても所管する地方創生大臣の、今後の日本の一極集中打開に向けた見

解を、国家ビジョンとともに伺います。 

そもそも、中央省庁の地方への移転だけで地域間格差を小さくすることには限界がありま

す。積極的な中央行政機関の移転が進むイギリスでも、ロンドンの賃料高騰や職員採用難

などが移転の大きな理由と聞いています。そうしたことを考えると、本来であれば、以前

議論のあった首都機能の移転や、国から都道府県への本格的な権限の委譲、その先には今

は下火になってしまっている道州制の導入の議論を再び始め、本当の意味で地方が豊かに

なる道筋をつけていくべきだと思います。 

そういう大事な議論をすべき時に、国会ではいつまで森友・加計問題を議論しているので

しょうか。そろそろ終わりにしませんか。与野党関わらず、多くの議員の皆様は私同様地

元に帰れば「いつまでモリカケをやっているんだ」と言われているはずです。 

一方で、これも与野党かかわらず、多くの議員の皆様は、国民がこれまでの政府の対応に、

なにかおかしいと感じていることも、ちゃんとご存知だと思います。 

いつまでもこんなことを続けていないで、そろそろ山積する国家の課題に国会あげて取り

組むべきではないでしょうか。先輩議員の皆様同様、私が国政を志したのは、こんなこと

のためではありません。 



この問題に終止符を打ち、国民を納得させることができるのは、安倍総理以外ありません。 

ボールは安倍総理の手にあります。 

国民がもういい加減にしてほしいと思っていながらも納得できないのは、なぜなのか。こ

の問題を一日も早く終わらせていただくことを強く要望し、私の質問とさせていただきま

す。 

ご静聴ありがとうございました。 


